
上記は「でんさいネット」のリーフレットから転載

＜留意事項＞

【定例発行方式】 【都度発行方式】

基準日指定内容 ・請求日以降の定期的な日付を指定 ・請求日よりも前の日付を指定

発　行　方　法 ・基準日に定例的に発行 ・基準日にのみ発行

請　求　方　法
・当金庫指定の「残高証明書発行・停止請
・求書（定例発行方式）」にて申込。

・当金庫指定の「残高証明書発行請求書
・（都度発行方式）」にて申込。

発　送　方　法
・基準日から１５営業日以内に、でんさい
・ネットから簡易書留にて発送。

・でんさいネットにおける請求受付日から
・１５営業日以内に、でんさいネットから簡
・易書留にて発送。

  発 行 手 数 料 ・１通１，６２０円 ・１通４，３２０円

証明書掲載基準

そ　　　の　　　他

※残高証明書の発行をご希望のお客様は、お取扱店窓口までお申出ください。 （平成26年4月1日現在）

・残高証明書に掲載される「でんさい」は、発行基準日時点で主たる債務者による支払
・等記録（口座間送金決済済みの「でんさい」を除く）がされていないものとなります。

・個別の「でんさい」の情報については、「開示請求」でも確認することができます。

　でんさいネットでは、「残高証明書」によるでんさいの確認方法として、「定例発行方式」および
「都度発行方式」を提供いたしております。

でんさいの残高証明書の発行
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